
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

の

完

了

○

〃

〃

担

当

課

（

室

）

○

〃

〃

目

次

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

不

在

者

投

票

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

施

設

の

指

選

挙

管

理

委

員

会

【

告

示

】

○

廃

物

と

認

定

す

る

こ

と

が

困

難

な

放

置

自

動

車

航

空

企

画

推

進

課

定

の

一

部

改

正

の

処

分

等

（

県

例

規

集

登

載

）

【

公

安

委

員

会

】

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

○

猟

銃

の

操

作

及

び

射

撃

の

技

能

に

関

す

る

講

習

生

活

安

全

企

画

課

の

更

新

の

実

施

○

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

障

害

福

祉

課

○

〃

〃

関

の

指

定

○

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

〃

関

の

指

定

の

更

新

○

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

〃

関

の

指

定

の

辞

退

○

指

定

介

護

老

人

福

祉

施

設

の

指

定

長

寿

社

会

課

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

等

の

指

定

〃

○

指

定

居

宅

介

護

支

援

事

業

者

の

指

定

〃

○

指

定

確

認

検

査

機

関

の

指

定

の

一

部

改

正

建

築

指

導

課

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

定

款

変

更

の

認

証

の

県

民

生

活

交

通

課

申

請

○

〃

〃

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

岡

山

県

公

報

平成２７年６月２日 第１１６９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
七
十
九
号

岡
山
県
快
適
な
環
境
の
確
保
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
岡
山
県
条
例
第
七
十
四
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う

）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
物
と
認
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
放
置
自
動
車

。

に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

放
置
自
動
車
の
種
類
、
名
称
、
形
状
、
数
量
及
び
自
動
車
登
録
番
号

種

類

及

び

名

称

形
状
及
び
数
量

自

動

車

登

録

番

号

小
型
乗
用
自
動
車

シ
ボ
レ
ー

箱
型

一
台

岡
山
五
〇
一
も
一
一
九
七

二

条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
七
年
三
月
十
六
日

三

放
置
自
動
車
が
放
置
さ
れ
て
い
る
場
所

岡
山
市
北
区
日
応
寺
一
二
七
七
（
岡
山
空
港
駐
車
場
）

四

こ
の
告
示
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
場
合
は
、
一
に
掲
げ
る
放
置
自
動
車
を

処
分
す
る
。

五

担
当
の
組
織
の
名
称
及
び
連
絡
先

岡
山
県
岡
山
空
港
管
理
事
務
所
総
務
課

岡
山
市
北
区
日
応
寺
一
二
七
七

電
話
番
号

〇
八
六

二
九
四

五
五
五
〇

－
－

平成２７年６月２日　岡山県公報　第１１６９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

訪
問
看
護
リ
ハ
ビ
リ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
し
ん

玉
野
市
長
尾
七
五
九

一

一
〇
五

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

－
－

医
療
法
人
三
水
会
田
尻
病
院

美
作
市
明
見
五
五
〇

一

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

－

医
療
法
人
和
陽
会
ま
び
記
念
病
院

倉
敷
市
真
備
町
川
辺
二
〇
〇
〇

一

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

－

平成２７年６月２日　岡山県公報　第１１６９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

更
新
年
月
日

は
り
が
や
小
児
科

倉
敷
市
水
江
一
五
九
九

九

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

－

平成２７年６月２日　岡山県公報　第１１６９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の

と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

担
当
す
る
医
療
の
種
類

指
定
年
月
日

医
療
法
人
社
団
清
和
会
笠
岡
第
一
病
院

笠
岡
市
横
島
一
九
四
五

整
形
外
科

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

つ
く
し
薬
局

総
社
市
中
央
三

一
一

一
〇
一

調
剤

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

－
－

久
安
薬
局

井
原
市
七
日
市
町
五
四
三

調
剤

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

ロ
マ
ン
薬
局

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
二
五
五
八

七

調
剤

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

－

ク
ロ
ー
バ
ー
薬
局
富
岡
店

笠
岡
市
富
岡
二
五
六

一
〇

調
剤

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

－

平成２７年６月２日　岡山県公報　第１１６９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る

医
療
機
関
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

担
当
す
る
医
療
の
種
類

更
新
年
月
日

ソ
ー
ク
薬
局
用
吉
店

玉
野
市
用
吉
一
六
七
六

七

調
剤

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

－

は
る
か
ぜ
薬
局

笠
岡
市
笠
岡
五
六
二
八

三
四

調
剤

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

－

平成２７年６月２日　岡山県公報　第１１６９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る

医
療
機
関
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

担
当
す
る
医
療
の
種
類

辞
退
年
月
日

有
限
会
社
イ
シ
マ
ル
薬
局

井
原
市
井
原
町
二
九
一

一

調
剤

平
成
二
十
七
年
二
月
十
八
日

－

き
た
ぞ
の
薬
局
河
辺
店

津
山
市
河
辺
七
六
九

一

調
剤

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

－

ロ
マ
ン
薬
局

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
二
五
五
八

七

調
剤

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

－

河
上
薬
局

高
梁
市
成
羽
町
下
原
一
一
〇
五

六

調
剤

平
成
二
十
七
年
四
月
七
日

－

平成２７年６月２日　岡山県公報　第１１６９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

施
設
の
名
称
及
び
開
設
場
所

１

名
称

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
さ
く
ら
木

２

開
設
場
所

岡
山
県
赤
磐
市
河
本
四
八
八
番
地
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
優
風
会

２

所
在
地

岡
山
県
赤
磐
市
河
本
四
八
八
番
地
一

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
二
〇
一
三
三
九

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

介
護
老
人
福
祉
施
設

一

施
設
の
名
称
及
び
開
設
場
所

１

名
称

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
和
気
え
ん
じ
ゅ
の
里

２

開
設
場
所

岡
山
県
和
気
郡
和
気
町
衣
笠
八
三
四
番
地
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
昭
友
会

平成２７年６月２日　岡山県公報　第１１６９０号



２

所
在
地

岡
山
県
岡
山
市
中
区
祇
園
五
四
一－

一

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
三
〇
〇
七
八
四

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

介
護
老
人
福
祉
施
設

平成２７年６月２日　岡山県公報　第１１６９０号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
及
び
第
五
十
三
条
第
一

項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
さ
く
ら
木

２

所
在
地

岡
山
県
赤
磐
市
河
本
四
八
八
番
地
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
優
風
会

２

所
在
地

岡
山
県
赤
磐
市
河
本
四
八
八
番
地
一

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
六
二
二
九
〇
一
〇
二

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
看
護

介
護
予
防
訪
問
看
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
さ
く
ら
木

２

所
在
地

岡
山
県
赤
磐
市
河
本
四
八
八
番
地
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

平成２７年６月２日　岡山県公報　第１１６９０号



１

名
称

社
会
福
祉
法
人
優
風
会

２

所
在
地

岡
山
県
赤
磐
市
河
本
四
八
八
番
地
一

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
二
〇
一
三
四
七

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

短
期
入
所
生
活
介
護
和
気
え
ん
じ
ゅ
の
里

２

所
在
地

岡
山
県
和
気
郡
和
気
町
衣
笠
八
三
四
番
地
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
昭
友
会

２

所
在
地

岡
山
県
岡
山
市
中
区
祇
園
五
四
一－

一

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
三
〇
〇
七
九
二

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
こ
う
も
と

２

所
在
地

岡
山
県
真
庭
市
下
河
内
三
一
四

二

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

医
療
法
人
福
寿
会

２

所
在
地

岡
山
県
倉
敷
市
藤
戸
町
藤
戸
一
五
八
〇

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
三
四
〇
一
二
一
九

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
支
援

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

有
限
会
社
い
ち
ば
ん
舘
ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
野
村
三
一
五
番
地
六

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

有
限
会
社
い
ち
ば
ん
舘
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２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
野
村
三
一
五
番
地
六

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
三
〇
二
一
一
三

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
支
援

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
ど
か

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
神
戸
二
六
二

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

有
限
会
社
の
ど
か
宅
老
所

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
下
高
倉
西
五
四
四

一

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
三
〇
二
一
二
一

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
支
援

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

介
護
相
談
セ
ン
タ
ー
さ
く
ら
木

２

所
在
地
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岡
山
県
赤
磐
市
河
本
四
八
八
番
地
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
優
風
会

２

所
在
地

岡
山
県
赤
磐
市
河
本
四
八
八
番
地
一

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
二
〇
一
三
二
一

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
支
援
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号

平
成
二
十
二
年
岡
山
県
告
示
第
七
百
五
十
六
号
（
指
定
確
認
検
査
機
関
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

四
の
項
中
「
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
資
格
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
」
を
「
建
築
基
準
法
に

基
づ
く
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
」
に
改
め

「
第
十
五
条
第
一

、

」

「
、

、

、

、

、

、

、

」

号

の
下
に

第
二
号

第
三
号

第
四
号

第
五
号

第
六
号

第
七
号

第
八
号
及
び
第
九
号

を
加
え
る
。
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〔
二
〇
六
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
鷲
羽
山
の
景
観
を
考
え
る
会

三

代
表
者
の
氏
名

楠
本
新
太
郎

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
下
津
井
田
之
浦
一
番
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
美
し
い
瀬
戸
内
海
に
い
だ
か
れ
た
、
鷲
羽
山
に
訪
れ
る
人
々
の
た
め
、
景
観
の
保

護
、
環
境
の
保
全
、
清
掃
活
動
を
推
進
す
る
。
各
種
団
体
及
び
市
民
と
連
携
し
、
観
光
発
展
の
支
援
・

Ｐ
Ｒ
や
文
化
事
業
の
振
興
、
健
康
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
の
種
類
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〔
二
〇
七
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
・
サ
ン
フ
レ
ー
ル

三

代
表
者
の
氏
名

山
本
麻
里
乃

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
児
島
赤
崎
三
丁
目
八
番
四
七
号
サ
ン
フ
レ
ー
ル
Ｂ

ｅ

－

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
一
般
市
民
に
対
し
て
、
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支

援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
を
行
い
、
地
域
社
会
の
福
祉
の
増
進
を

図
り
、
広
く
公
益
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

目
的
、
特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
の
種
類
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
役
員
に
関
す
る
事

項
及
び
会
議
に
関
す
る
事
項
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〔
二
〇
八
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
北
溝
手
字
荒
神
後
四
〇
八

三
三
、
四
〇
八

三
九
、
四
〇
八

四
六
、
字
釼
先
キ
四

－
－

－

二
七

一
四

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

倉
敷
市
中
帯
江
四
一
一

一
（
Ｂ

一
〇
二
）

－
－

藤
澤

洋
介

藤
澤

教
代

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
六
号
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〔
二
〇
九
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
清
音
三
因
字
鋳
物
師
谷
九
〇
二

五

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
真
壁
一
三
〇
七

一
セ
ジ
ュ
ー
ル
平
成
Ａ
一
〇
一
号
室

－

山
西

裕
士

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
〇
号
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〔
二
一
〇
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

都
窪
郡
早
島
町
早
島
字
中
尾
四
九
七

三
、
四
九
七

五

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

山
口
県
山
口
市
小
郡
大
江
町
七

四

九
〇
五
号
（
マ
ン
シ
ョ
ン
山
本
参
番
館
）

－
－

竹
林

信
博

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
三
七
号
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
四
十
四
号

平
成
二
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
一
号
（
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

岡

本

研

吾

表
病
院
の
項
中
「
岡
山
市
北
区
天
瀬
六

一
〇
」
を
「
岡
山
市
北
区
北
長
瀬
表
町
三

二
〇

一
」

－
－

－

に
改
め
る
。
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
九
十
九
号

（

）

、

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号

第
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
猟
銃
の
操
作
及
び
射
撃
の
技
能
に
関
す
る
講
習
を
実
施
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

一

使
用
銃
種

散
弾
銃

二

講
習
の
日
時
及
び
場
所

１

ト
ラ
ッ
プ
射
撃
（
ト
ラ
ッ
プ
か
ら
射
撃
線
ま
で
の
距
離
が
十
五
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
も
の
を
い

う

）
。

日

時

場

所

平
成
二
十
七
年
七
月
三
日
（
金
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
七
月
六
日
（
月
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一
－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
七
月
十
三
日
（
月
）

午
前
十
時

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
日
（
月
）

午
前
十
時

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
二
日
（
水
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
七
日
（
月
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場
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平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
八
日
（
火
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
八
月
三
日
（
月
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
八
月
十
日
（
月
）

午
前
十
時

平
成
二
十
七
年
八
月
十
一
日
（
火
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
八
月
十
七
日
（
月
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
八
月
十
九
日
（
水
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
四
日
（
月
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
七
日
（
木
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
八
月
三
十
一
日
（
月
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
九
月
二
日
（
水
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場
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平
成
二
十
七
年
九
月
七
日
（
月
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－
午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
九
月
八
日
（
火
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
九
月
十
四
日
（
月
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
一
日
（
月
）

午
前
十
時

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
四
日
（
木
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
八
日
（
月
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

２

フ
ィ
ー
ル
ド
ト
ラ
ッ
プ
射
撃
（
ト
ラ
ッ
プ
か
ら
射
撃
線
ま
で
の
距
離
が
五
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
も

の
を
い
う

）
。

日

時

場

所

真
庭
市
仲
間
一
八
一
六

平
成
二
十
七
年
七
月
一
日
（
水
）

湯
原
国
際
射
撃
場

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
七
月
三
日
（
金
）

午
前
九
時
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平
成
二
十
七
年
七
月
六
日
（
月
）

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
七
月
八
日
（
水
）

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
七
月
十
日
（
金
）

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
七
月
十
三
日
（
月
）

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
七
月
十
五
日
（
水
）

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
七
月
十
六
日
（
木
）

備
前
市
大
内
一
〇
〇
四

二

－

午
後
一
時

備
前
射
撃
場

真
庭
市
仲
間
一
八
一
六

平
成
二
十
七
年
七
月
十
七
日
（
金
）

湯
原
国
際
射
撃
場

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
二
日
（
水
）

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
四
日
（
金
）

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
七
日
（
月
）

午
前
九
時
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平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
九
日
（
水
）

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
七
月
三
十
一
日
（
金
）

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
八
月
三
日
（
月
）

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
八
月
五
日
（
水
）

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
八
月
七
日
（
金
）

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
八
月
十
七
日
（
月
）

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
八
月
十
九
日
（
水
）

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
日
（
木
）

備
前
市
大
内
一
〇
〇
四

二

－

午
後
一
時

備
前
射
撃
場

真
庭
市
仲
間
一
八
一
六

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
一
日
（
金
）

湯
原
国
際
射
撃
場

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
四
日
（
月
）

午
前
九
時
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平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
六
日
（
水
）

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
八
日
（
金
）

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
八
月
三
十
一
日
（
月
）

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
九
月
二
日
（
水
）

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
九
月
四
日
（
金
）

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
九
月
七
日
（
月
）

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
九
月
九
日
（
水
）

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
九
月
十
一
日
（
金
）

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
九
月
十
四
日
（
月
）

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
九
月
十
六
日
（
水
）

午
前
九
時
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平
成
二
十
七
年
九
月
十
七
日
（
木
）

備
前
市
大
内
一
〇
〇
四

二

－

午
後
一
時

備
前
射
撃
場

真
庭
市
仲
間
一
八
一
六

平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日
（
金
）

湯
原
国
際
射
撃
場

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
五
日
（
金
）

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
八
日
（
月
）

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
九
月
三
十
日
（
水
）

午
前
九
時

３

ス
キ
ー
ト
射
撃
（
ク
レ
ー
が
セ
ン
タ
ー
ポ
ー
ル
の
上
方
を
通
過
す
る
よ
う
に
発
射
さ
れ
る
も
の

を
い
う

）
。

日

時

場

所

平
成
二
十
七
年
七
月
三
日
（
金
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
七
月
三
日
（
金
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
七
月
十
日
（
金
）

午
前
十
時

平
成
二
十
七
年
七
月
十
七
日
（
金
）
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午
前
十
時

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
二
日
（
水
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
四
日
（
金
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
八
日
（
火
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
七
月
三
十
一
日
（
金
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
八
月
七
日
（
金
）

午
前
十
時

平
成
二
十
七
年
八
月
十
一
日
（
火
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
八
月
十
四
日
（
金
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
八
月
十
九
日
（
水
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
一
日
（
金
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
七
日
（
木
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九
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午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
八
日
（
金
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
九
月
二
日
（
水
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
九
月
四
日
（
金
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
九
月
八
日
（
火
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
九
月
十
一
日
（
金
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日
（
金
）

午
前
十
時

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
四
日
（
木
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
五
日
（
金
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

三

受
講
手
続

１

提
出
書
類

所
定
の
様
式
に
よ
る
受
講
申
込
書

２

提
出
先
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住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

３

提
出
期
限

受
講
し
よ
う
と
す
る
講
習
の
実
施
日
の
七
日
前

そ
の
日
が
岡
山
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例

平

（

（

成
元
年
岡
山
県
条
例
第
二
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
休

日
の
直
後
に
お
け
る
県
の
休
日
で
な
い
日
）

四

受
講
手
数
料

一
万
二
千
三
百
円

（
注
）

受
講
申
込
み
の
際
、
岡
山
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

な
お
、
受
講
手
数
料
は
、
納
付
後
は
還
付
し
な
い
。

五

そ
の
他

１

各
講
習
の
受
講
定
員
は
、
お
お
む
ね
五
人
と
す
る
。

２

代
理
受
講
は
、
認
め
な
い
。

３

講
習
修
了
証
明
書
は
、
受
講
申
込
書
を
提
出
し
た
警
察
署
に
お
い
て
後
日
交
付
す
る
こ
と
と
す

る
。
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
号

（

）

、

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号

第
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
猟
銃
の
操
作
及
び
射
撃
の
技
能
に
関
す
る
講
習
を
実
施
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

一

使
用
銃
種

ラ
イ
フ
ル
銃

二

講
習
の
日
時
及
び
場
所

日

時

場

所

真
庭
市
仲
間
一
八
一
六

平
成
二
十
七
年
七
月
七
日
（
火
）

湯
原
国
際
射
撃
場

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
七
月
十
四
日
（
火
）

岡
山
市
北
区
御
津
伊
田
二
二
九
一

午
前
九
時

御
津
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
八
日
（
火
）

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
八
月
四
日

真
庭
市
仲
間
一
八
一
六

（
火
）

湯
原
国
際
射
撃
場

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日
（
火
）

岡
山
市
北
区
御
津
伊
田
二
二
九
一

午
前
九
時

御
津
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
五
日
（
火
）

午
前
九
時

真
庭
市
仲
間
一
八
一
六

平
成
二
十
七
年
九
月
一
日
（
火
）
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湯
原
国
際
射
撃
場

午
前
九
時

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日
（
火
）

岡
山
市
北
区
御
津
伊
田
二
二
九
一

午
前
九
時

御
津
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
九
日
（
火
）

午
前
九
時

三

受
講
手
続

１

提
出
書
類

所
定
の
様
式
に
よ
る
受
講
申
込
書

２

提
出
先

住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

３

提
出
期
限

受
講
し
よ
う
と
す
る
講
習
の
実
施
日
の
七
日
前

そ
の
日
が
岡
山
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例

平

（

（

成
元
年
岡
山
県
条
例
第
二
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
休

日
の
直
後
に
お
け
る
県
の
休
日
で
な
い
日
）

四

受
講
手
数
料

一
万
二
千
三
百
円

（
注
）

受
講
申
込
み
の
際
、
岡
山
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

な
お
、
受
講
手
数
料
は
、
納
付
後
は
還
付
し
な
い
。

五

そ
の
他

１

各
講
習
の
受
講
定
員
は
、
お
お
む
ね
五
人
と
す
る
。

２

代
理
受
講
は
、
認
め
な
い
。

３

講
習
修
了
証
明
書
は
、
受
講
申
込
書
を
提
出
し
た
警
察
署
に
お
い
て
後
日
交
付
す
る
こ
と
と
す

る
。
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